
差し押さえ等の滞納処分を強化中！差し押さえ等の滞納処分を強化中！
悪質な滞納「しない」「させない」「ゆるさない」

口座振替できる税目

申込方法

◆市・県民税（普通徴収） ◆固定資産税・都市計画税 ◆軽自動車税 ◆国民健康保険税（普通徴収）
※申込日から30日を経過した日以降に納期限が到来する分から、引き落とし開始

受付場所／収税対策課・国保年金課（国保
税のみ）両支所又は下記の金融機関
持ち物／預貯金通帳・通帳届出印・納税通
知書
注意／市外の金融機関で申込む場合は、事
前に口座振替依頼書を送付しますので、収
税対策課へご連絡ください

受付場所／収税対策課・国保年金課（国保税のみ）・両支
所　※金融機関の窓口では受付不可
持ち物／金融機関のキャッシュカード（暗証番号の入力
が必要）・納税通知書
注意／一部のキャッシュカード（IC専用カード・家族カー
ド）は使用できない場合がありますので、事前に各金融
機関へご確認ください

※ 「ペイジー収納サービス」
ではありません

問い合わせ／収税対策課徴収担当（内線2267）

問い合わせ／収税対策課管理担当（内線2269・2260）

　市税は納期限までに自主的に納めていただくもので、市民の皆さんの生活に必要な行政サービスを行
うための貴重な財源です。市民の約99.5％の方がきちんと納税しています（令和元年度 現年度分）。
　税負担の公平性と税収入を確保するため、県・市町村が共同で「ストップ！滞納」を合言葉に滞納整
理の強化を図っています。

※税額に関わらず、納付できるのに納付しない滞
納者に対する徴収を強化しています。借入金返済、
各種ローン返済や貯蓄などを優先している場合に
は、税負担の公平確保の観点から、徹底した滞納
処分を実施します

※納税が困難な場合には、放置せず早急にご相談
ください。詳しい事情をお聞かせいただいたうえ
で、完納に向けた納付計画の相談に応じます

【滞納処分の流れ】

令和元年度　鴻巣市差押え実績 【差押財産】　■給与135件　■不動産18件　■その他債権773件

納税通知書の発送

　納期限までに納付がない場合に発送。納期限が過
ぎると延滞金がかかる場合があります
　※令和２年の延滞金の割合は「年8.9％」です

督促状・催告書の発送

　督促や催告をしても納付がない場合は、金融機
関・生命保険会社・勤務先などに財産調査を実施

財産調査・給与調査

　差し押さえた財産は換価を行い、
滞納している市税に充当

換　価

　財産調査で判明した財産を差し押さえ
差押執行

口座振替申請書 ペイジー口座振替受付サービス

※＝ペイジー口座振替受付サービスの対応はしていません

取扱金融機関（令和₂年10月現在）
埼玉りそな銀行・みずほ銀行（※）・三菱UFJ銀行（※）・三井住友銀行・りそな銀行・群馬銀行・足利銀行・武蔵野銀行・東和
銀行・大光銀行・埼玉縣信用金庫・川口信用金庫・熊谷商工信用組合（※）・中央労働金庫・さいたま農業協同組合・ほくさい
農業協同組合（川里中央支店のみ）・ゆうちょ銀行

納税は便利で安心・確実な口座振替をご利用ください

ストッ
プ！

ストッ
プ！

滞納滞納

青 少 年 健 全 育 成 毎月10日は「青少年健全育成の日」
毎月第３日曜日は「家庭の日」

9 2020.10


